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'          平成 22年 8月 26日

基本的な指針 (案)にういての意見 |

1      日本肝臓病患者団1体協議会

阿部洋二

はじめに             |
.ウ イル不肝炎をめぐる現状

肝炎が国内最大の感染症llな ってぃぅと肝炎は放置すると肝硬変 ,Fがんなギ

量篤化する。肝炎患者にとつては将来への不安は計り知れないものがあ:る 。

肝炎の克服に向けた道筋が開つヽれてきた。他方、,阜期発見や医療,のアクセ

スにはいまだに解決すべき課題が多い6これらの現状にかんがみ、よりす層の

推進を図るため平成 22年 1月 1日 肝炎対策基本法が施行された。|

この基本指針は基本法第9条 1項により基づき策定す09今後は基本指針に

将来に不安ぶなく生活出来ることが実現す全二年二早革主■

2.こ れまでの取り組みと今後の展開            1
政府にぉぃては、これまで多く?肝久対策を準めてきたが、未だに肝炎ウイル

ス`lこ 起歯する肝硬変、肝がんなどによう死甚者は年再
4芳人を超えている?ま |、

全国で進められたウイル不検診の受診率や、治療費助成制度も計画を大きく下回

らそしヽるもまた1肝疾患診療体制も各都道府県で最組みにばらつきがあり、1域

にようては患者が適切な治泰を受けることが出来なぃ現状である。 |

こウイ ル ス
ん に

の

第1

(1

しないため は
い

の に こつ い

なかった に

こよ

肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

)基本的な考え方            |
肝炎は、適切な治療を行わないまま林置すると慢性イヒし、1肝硬変、肝が

～

とい

らたよ り重篤な疾病に進行す るおそれがある。3..■ 1組むことが必要である。
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的にその達成度を評価する。

(4)適切な肝炎医療の推進

このため、肝炎暮者等が、居住地域にかっ、ゎらず適切な肝炎医療を受けられるょ
う、1都導府県において、地域の特性に応じ■肝炎診療体制の整備の促進に向iナ た
撃組を準ゅぅため国と都道府県、産療関係‐機関は連携して取り組む必要がある。

1第 3F本検奪の実施体荊及び検査能力の向上に由する事項 |  | | | |
|.(1)1今後め取組の方針にちいて             ‐

肝炎ゥィルスの感染状況を未1人か把握するための肝炎ウイルス検査にちいて
は́、・・・ :プライバシァに配慮して匿名実尊されている場合がぁること奪から、当

蓄検査?零林沐況の実態を絶握することは困難である。          ■
(こ れ率で実施 して来た肝炎検養の体制

‐
などを検証 ltそ の問題点ギ現決における

琴染書数などを把握して、今後の機査体
,J、

具年中目標などを走めるもの上する:

また、‐T・急にテデル地域を定め、効果ある施:策`を選定し全国展開を図る。)`.(2)今後取組が必妻な章墳lとっぃて          |     |
ア甲け、翠行の「特定感黎症検査等事業■及び:||・ 実施主体である通芳公共由
体ヤ1村しt                    ‐      | |
イ 国l=、 1肝条フイ:ル不検査の実施について(:11・ ・‐:事業主等の関係者の理解と

摯|力 ?下t                          i  l  l
ウ 国け、多様な検査機会の確保を目的として、:・

■・ :健康診断の機会をとらえ
て実施する ル ス検査 につい

(以上下線の部分にrぅ ぃて具体的に体制整備のために何が不足しているのか、‐職
域での F.5題点 と対策など検討することが必要である。)

第4肝炎医療を提供ずる体制の確保に関する事項            ■

(1)今後●取組の方針にういで,`                   ‐

ア 都道府県が譲置する府疾患診療連携血|ホ澪
1院

(黙下
‐
「拠点病院」.と いぅ。)を EF

やとしt〒早ヨ辱琴警甲|がかりうけ辱ギ摯働するを組みとして、坤採|とおける庁炎
診療ネットワ

ー‐クの構築を進め、
|す

べての庁炎患煮等が継続的から適切な薩療差隻
けうこ|ができる体制を整備する。  | | ・           ● 1_ : ¬
(進ゆて琴

'9問
題点|=何か、専門医あ未長

｀
t認定したかかりつけ医以外に通院じt

1、6



いる患者 の対応 、専門医療機 関 とかか りつけ医の役割 の明確 1ヒ 、国の関与が必要 )

例 ①大規模都府県、中規模県、小規模暴などの診療体制のパタ‐|ン を示して体制
|つ強化、見直し/な どを求める| | :

‐②指定かかり/Dけ 医以外に通院している患者も含めて、専門医療機関⇔かかり
つけ医間の連携を促すために「健康管理手帳」の導入などを検討する。 1

イ 地域保健や産業保健に携わる者を含めた関係者の連携、協力の下、肝炎患者等に

対する受療勧奨及び肝炎ウイルス検査後のフオロ‐アツプを実施することによう、
i

肝炎患者等の適切な医療機関,べの受診を進める。
|           |

(フ ォローアップは現在、約 7害1の 自治体で実施済、その有効性と傷性者あ受診率な

どが担撰されていない。肝疾患診療体制に、関するガイドラィンにある保健所 `市町
村における受診勧奨の必要性の議論と体制の整備の検討)

ウ肝炎患者等が、労働L継続的な受療を両立させることができる環境らくりた高け

て、引き続き(事業主、産業保健関係者、労働組合をはじめとした関係者の協力

を得られるよう二必要な働きかけを行う。                 |
(労使の協力だけで良いのかtゥ ィルメ検診の費用、病気体職なども合めた法整備|

国などび)支援が必要ではないか)

第5肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項   `
(1)今後の取組の方針について                   |

イ 肝炎ウイルス感染が判明した後に適切な治療に結びつけるための人材育成。

(医療.関係者だけではなく保健所、市町村の暴健師が受診:勧
奨・保健指導が出来る

ような育成が必要=山梨県のようなコー
7・

イネすターの養成が必要)ヽ

第9その他肝炎対策の推進に関する重要事項   :        i
(5)肝硬変、:肝がル患者に対する支援

肝硬変、肝がんは根治的な治療法が少ないことから現在、可能性のある発がん抑制

剤の認可、インタこフェ■ン少量長期投与の医療費助成など緊急に必要としてぃる

・
また、肝硬変・肝がん患者の多くは60歳以上の年金生活者が多く、病状が進むほど

生活が困窮している患者も多い。更には高齢化すると専門医療機関への通院も難し

く、最寄の医療機関などで適切な治療を受けないままに病状を進めたり、肝がんの

発見も遅れる現状にある:こ れらを改善するため医療費及び生活費の支援を早急に

実施する必要がある。総合的な保健指導を必要としている患者も多く、医療機関、
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行政 を含 めた体制 の確立を急 ぐことが急務 となつている。

(6)肝炎対策基本指針の見直し i      ・

今後は、基本指針に定める取組を進めていくこととなるが、肝炎をめぐる状況変化 ヽ

|■を的確にとらえた上で、必要に応じ適宜評価を行い、必要があるときは、基本指針
|        `

|(評価するための目標値、達成時期などもこの指針策定で明
tら

かにすべき)・    |
‐      |                1           以上

○市町村における肝炎対策 ′         :      ‐

1 6佐蜃真神轟町

`現

神轟市)の取組み公果衛生情報7責17.7発行)

1  保絶師とIEr内‐あかかりつt'医 とあ連携で肝がん死亡率を激減|(100→4o/1o万人)

、 医師1会、地域行政と保健師の予防活動の二つかうまく:機能。   ● ■ ‐

|  :   |

②岩手県紫波町の取組み l・ :        |    ‐ 1  ‐

平成14年からC型肝炎対策を岩手医大t医師団、検診機関、患者会で不夕∵ト

.【事業あ内容1    1 :   ‐ ‐            |.   |

.(1)住 民検診など1「 よるキヤリアη警握 保健師が個別訪問などして受診勧奨 ‐

(2)              年齢、通院先、′治療内容   `

(3)腹部超音凍検査
.新

規キャリアく医療機関で未実施のもの   :^■  1

:｀ (4)個別相議会  辱本の医師などの個別面接      |     ■

(5)イ ンタニアェロン医療費助成 平成■6年から実施、現在最大で6万円 |

(6)医療講演会開催 「肝臓をいたわる食事と日常生活のポイン ト1 '

(7)出前講座 各地区に保健師が出かけて町の事業の紹介、交流会

(8)肝炎知識の普及啓発 :広1報誌など、地元医師の
′
肝炎の話

【事業による成果】     :    :
・ 把握キャリア数66o人・ウイノ́不検診受診率50%以上 (40歳以上)。 キキ

リアの医療機関通院者は9割 0イ ンタニフ■ロン治療費助成 7,o本

【現状と問題点】       |  1           1 `
キヤリケの年齢構成 、60代 24%(70代 41%t念 0代 19%と 高齢イ|してお

り、インターフ|ロ ン治療は思ったょ,|こ進まない。総合的な保健指導こそ必要。

堕の饉題二予算が少なじ盤 健璽の人員不足、保健師の権限 :ス キルなど| |
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の問題に雷愛禁を1ま管よ:農畠島援:2彎嘉
讐λ撃僣難 乱 L場侵;I,
人」(‖野さん)

だ

ら
ん

が
挑

隷
脚
由従

囲
藩
緩
躍

麟̈

はＭ
識
鱗
製

数̈
」〕

蟹
疑
絆
けけ一膊
摯潤

て静
機
し
て
行
ってき
ま
し
た
。
そ
　
　
で
■
いけ
な
いと
肛内
の医
”
ヽ
リ

景
郡
悧議
』

縄̈
計
　
騨
「獅
繊
叫
輝
は轟

―
―

り

Ｊ

ｌ

ｌ

ゴ

ヽ
〓
い
蜂

間
、
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
と
性

康
相
餞
の
充
実
を
目
的
に
ヽ
夜
な
夜

な
町
の
合
宿
壁
藩
に
、
曖
踊
げ、
優
薇
麟
型

町
の
事
務
晨
と
で
巡
回
性
康
教
育
に

出
向
き
、
日
常
生
活
の
注
意
を
離
し

て
回
り
ま
し
た
．
ま
た
、
が
ん
で
ｔ

く
な
っ
た
人
の
生
機
の
生
活
鯛
■

や
、
■
民
の
無
作
為
ア
ン
ケ
ー
ト
生

活
実
藤
響
査
を
■
民
の
協
力
の
も
と

実
施
、
欄
査
結
果
分
析
は
地
元
の
標

大
に
依
頼
し
、
そ
の
考
察
と
ア
ド
バ

イ
ス
を
盛
り
ぉ
ん
だ
僣
子
を
全
戸
配

布
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
事
後
僣

導
が
奏
功
し
、
平
成
七
年
を
境
■
神

埼
町
で
は
肝
疾
患
で
の
死
亡
苦
数
は

滋
減
し
ま
す

（グ
ラ
フ
参
照
）。
そ

の
陰
に
は
、
城
野
さ
ん
を
は
ｔ
め
保

健
婦
ス
タ
ッ
フ
、
町
内

―の医
師
、
町

の
事
務
職
の
人
な
の
こ
う
し
た
地
選

な
督
力
が
あ
っ
た
の
で
し
た
。

な
ぜ
佐
賀
県
に
、
な
ぜ
神
埼
町
に

肝
疾
患
が
多
い
の
か
、
原
因
は
特
定

で
き
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

「原
因
を
割
査
す
る
こ
と
は
冊
理
で

は
な
く
、
人
事
な
の
は
い
ま
野
性
の

人
を
ど
う
す
る
か
で
す
。
早
く
畿
状̈

に
気
づ
い
て
も
ら
い
、
治
療
に
結
び

つ
け
る
こ
と
が
大
切
」
と
城
野
さ
ん

は
い
い
ｔ

，
。
　
　
　
　
　
ヽ

田
昭
次
さ
ん
は
、
肝
臓
が
ん

を
寛
服
し
元
気
で
暮
ら
す
神

崎
町
民
の
一
人
“
ポ
イ
ン
ト
は
、
が

ん
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
で
し
た
。

衆
田
さ
ん
は
、
か
か
０
つ
け
医
で
あ

る
、
な
ら
も
と
内
科
医
院
で
の
ユ
漱

漱
饗
で
肝
疾
患
を
発
見
、
平
成
六
年

臓
が
ん

の
手
驚
を
■
電
し
た
。

な

０
後
●
再
魔
が
ん
が
肝
臓
に
み

つ
か
り
ま
し
た
が
、

そ

れ
も
早
掛
だ

つ
た

た

０
内

視

鍋
手

術

で
希
事

除

去
、

い
ま
も
毎
月

の
検
登

は
欠
か
し

た
こ
と
が
な
く
、
城

野
さ
ん
の
支
援

の
も
と
生
活
習
慣

に
気
を

つ
け
て
元

気
に
生
活
し
て
い
ま
す
。
「
ぃ
ま
と

ぎ
が
ん
と
い
わ
れ
て
も
シ
ョ
ツ
タ
で

は
な
い
」
と
い
う
ほ
ど
元
気
な
崇
田

さ
ん
か
ら
は
、
早
期
発
見
、
早
期
治

療
と
生
活
習
慣
の
事
後
指
導
‐の
大
切

さ
が
う
か
が
え
ま
す
。

巡
口
健
康
教
育
で
は
、
医
薗
４
一と

地
域
行
政
と
保
健
婦
の
予
防
活
動
の

三
つ
が
連
携
し
う
ま
く
機
能
し
ま
し

た
。
そ
こ
に
は
肝
疾
患
対
策
委
員
長

と
し
て
町
の
医
療
従
事
者
を
ひ
っ
ば

つ
て
き
た
、
町
嘱
託
医
の
機
澪
績
一

目
椰
０
活
隠
も
見
通
せ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
ら
二
者
を
つ
な
い
で
い
っ
た
の

は
城
野
さ
ん
の
手
風
“
城
野
さ
ん
の

ネ
ッ
ト
ヮ
ー
ク
づ
ぐ
り
の
秘
袂
は
、

「ヽ

た
ち
の
仕
事
の
一
番
の
柱
は
住

民
サ
ー
ビ
た
な
の
だ
か
ら
、
住
民
の

■
を
キ
ャ
ツ
チ
ｔ
て
、
住
民
の
視
薇

に
立
つ
て
ヽ
住
民
の
た
め
に
な
る
施

策
を
き
ち
ん
と
撮
着
し
て
ぃ
く
こ

と
。
そ
し
て
そ
れ
を
外
に
向
か
っ
て

発
信
し
て
い
く
こ
と
≒

住
民
の
メ

を
附
く
姿
勢
を
■
に
み
な
か
も
た
な

い
と
い
け
な
い
、
ど
城
Ｉ
さ
ん
は
い

い
や
■

，。　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

~・■|"|:千

軽:欝電鷺よ[跨:南

馨 憚
・
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紫
波
町
の肝
炎
対
策
に
学
ぶ

は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
´
　

　

・
　

ヽ

こ
つ

一
明
に
肝
炎
対
策
基
本
法
が
■
行
さ
れ
、
新

４
度
早
々
に
も
厚
生
労
働
大
田
は

「肝
分
対
策
基
本

指
針
――
指
針
」
姥
策
定
し
、
肝
炎
対
策
の
推
進
ど
す

る
こ
と
一
な

つ
て
い
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
施
策
め

内
容
に
つ
い
て
嗽
今
後
．開
催
さ
れ
る

「．肝
夕
対
策
推

進
協
議
会
＝
協
機
会
」
豫
ど
で
検
討
ｔ
て
行
ぐ
と
さ

れ
て
い
ま
す
ｏ
そ
の

・
施
策
の
な
か
で
重
要
之
思
わ
れ

る
事
ｏ

一
っ
が
、
市
町
村
な
ど
で
の
肝
炎
対
策
で
は

な
い
か
と
偲

つ
て
い
ま
す
ｌ
肝
炎
息
を
は
自
浄
症
状

に
受
し
く
ヽ
感
染
が
分
か
っ
て
ヽ
治
療
に
籍
び

つ
か

な
い
人
ヽ
多
く
保
健
所

一
市
町
村
の

「保
健
絆

，導
」

は
欠
か
せ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が

ら
全
掴
的
に
も
好
事
例
は
あ
ま

，
聞
い
た
ご
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
ヶ
な
な
力、
で
紫
波
町
で
は
平
成

１
４
年
力、
ち

「保
健
指
導
」
を
含
め
た
肝
炎
対
策
を

着
手
医
大
な
ど
０
協
力
を
得
て
と
め
て
来
‘
．い
ま
す

の
で
、

そ
０
内
容
を
一
介
し
、
市
町
村
の
肝
々
炸
策

な
ぜ
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
と

一
緒
に
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

紫
波
町
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

紫
波
町
は
人
口
三
万
四
千
人
ほ
ど
で
、
米
や
果
樹

が
多
く
作
ら
れ
日
園
が
広
が
る
０
ど
か
な
」
で
す
。

し
か
し
、
い
つ
の
項
か
ら
か
、

‐
肝
炎
が
多
し、
町
と

．

ｔ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

つ
て
い
た
Ｉ
テ
で
す
。

そ
ん
な
し
を
か
け
か
、
町
で
は
平
虜
５
午
か
ら
Ｃ

型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を
始
み
て
い
ま
す
。
そ
の
当

時

…３
５
歳
以
上
の
約
５
一
２
０
０
人
を
調
査
し
た
‐

ら

一
感
染
率
が
ｒ
２
％
と
い

，
高
さ
だ

っ
た
そ
う
で
す
「

そ
の
ょ
う
■
感
染
率
の
高
さ
か
ら
か
、
紫
波
町
の
肝

が
ん
死
亡
率
は
着
手
県
の
平
均
の、
２
倍
以
上
に
な

つ

て
い
ま
し
た
。
　
一

そ
の
よ

‐う
な
状
況
を
受
け
で
、
紫
波
町
で
は
平
成

ヽ
１
４
年
か
ら
Ｃ
型
肝
炎
対
策
を
岩
手
日
た
や
肛
驚
医

師
団
、
県
予
防
医
学
協
会
（検
診
機
関
）、
患
者
会
魔

参
珈
ｔ
て

「珠
波
町
肝
炎
対
策
検
討
会
」
を

ス
タ
ー

■
ざ
せ
今
日
ま
で
続
け
て
い
ま
す
ｏ

【
町
で
実
施
し
て
い
る
事
業
０
■
容
■

（
１
）

新
た
な
キ
ヤ
リ
ア
ら
把
握

総

‥合
検
診
で

，
イ
ル
ス
検
査
，

未
実
施．
者．
に
検
査

勧
奨
¨
新
規
発
見
者
に
対
し
て
個
別
訪
間
な
ど
で

専
門
医
受
診
の
勧
奨
。

・　

ゥ
イ
ル
ズ
検
診
を
受
診
済

の
方
は
４
■
歳
以
上

の
∬
一
の
５
割
以
上
に
な

つ
て
い
る
。
一静
燎
検
査

陽
性
者
の
追
跡
調
査
で
は
医
療
機
関
受
診
率
は
８

割
を
超
え
て
い
る
。
　

　

一

（２
）

キ
ヤ
リ
ア
の
デ
ト
タ
ベ
ー
ス
佐

一　
‐
過
去
つ
漱
診
で
分
か
つ
た
■
ヤ
リ
ァ
ら
方
の
年
齢

や
通
院
先
い
治
療
内
容
な
ど
の
デ
ー
タ
も
把
握
し

て
い
る
「
　
一
‐
　

　

　

一　
　
¨

入
３
Ｙ
腹
部
超
音
波
検
診
　
　
　
　
　
　
．
　

　

一

新
槻
に
発
見
さ
れ
た
Ｉ

・
Ｃ
型
タ
イ
ル
ス
キ
ャ

リ
ア
や
医
療
機
関
で
検
査
の
機
会
の
な
い
方
を
対

象
に
エ
コ
ー
検
査
を
実
施
。
一　
・　
　
　
一　
　
一

（
４
）
価
別
相
談
会
　
　
　
　
　
　
　

．　
　

　̈
一

一　
　
医
大
の
医
師
な
ど
が
肝
炎
の
治
療
や
卜
常
生
活

等
の
個
別
面
接
。　
　
　
　
′一　
　
　
　
　
・

Ｈ
２
■
年
は
９
各

（
５
）
イ
ン
タ
■
フ

ェ
ロ
ン
治
療
費
の
助
成

（平
成
１
６
年
か
ら
最
高
５
万
円
、
２
０
年
か
ら

′
　

は
一
万
円
）
平
成
１
６
年
力、
ら
の．申
請
７
８
た

（
６
）
■
淡
教
室

（医
療
講
演
会
）
欄
催
　
　
　
・

医
大
な
ど
の
講

‐
師
を
招
い
て
医
療
講
演
会
を
開

催
。
研
備
に
良
い
食
事
の
献
立
例
「

（７
）
当
事
者
交
流
会

（出
前
講
座
）
　
　
　
一

洛
地
区
に
保
健
師
が
出
掛
け
て
町
の
事
業
の
絡

介
、
情
報
交
換

・
交
流
会
の
実
施
一

（〓
）
肝
炎
知
識
の
普
及
啓
発
　
プ　
一

・
　

‐ウ
イ
ル
ス
検
査
の
勧
奨
な
ど
を
町
の
店
報
に
掲

載
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・　
　
　
　
ヽ

【■
の
肝
淡
対
策
か
ら
分
か
る
事
ョ　
　
　
　
　
¨

●

ウ
イ
ル
ス
検
査
受
診
率
な
ど

ウ
イ
ル
ス
検
査
受
診
率
５
割
以
上
と
い
う
獅
字
は
、

全
掴
ｏ
受
診
率
１
割
以
下

（性
１
×

岩
手
県
ら
約
〓

割
と
比
較
し
て
ヽ
次
変
高
い
装
宇
ど
な
つ
で
い
る

，

記
握
ｔ
て
い
る
・キ
一
リ
ア
の
方
の
医
療
機
野
通
院
春

一
９
割
一
く
ｔ
な
つ
て
お

，
、
平
成
、１

６
年
度‐
一以
降，

の
新
規
発
見
者
も
８
割
を
超
え
て
い
る
。　
　
　
　
　
．

全
個
の
晰
親
発
見
者
の
■
診
率
は
５
計
程
度
ど
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ヽ
こ
れ
も
集
波
町
０
保
億
指
導

な
ど
の
成
果
と
思
わ
れ
る
。　
　
一．

●
キ
ャ
リ
ア
の
年
齢
構
成

1
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一
７
０
歳
以
上
６
０
％
、
６
０
代
２
４
％
、
６
０
歳

以
下
１
６
％

（Ｈ
ｌ
９
よ
り
推
測
）

高
齢
化
が
進
み
、
６
５
歳
以
上
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

ロ
ン
が
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
年
代
の
方
が
７
割

を
占
め
て
い
る
。

●

イ
ン
タ
■
フ
一
コ
ン
治
療
助
成

平
成
１
６
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
助
成
制
度
は
６
年

間
で
７
８
人
が
申
請
し
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
全
体
か

ら
す
る
と
ｒ
割
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
。

【今
衡
の
課
■
」可
能
性
】　
　
　
　
　
一

平
成
１
９
年
１
月
に
厚
労
省
で

「都
道
府
県
に
お

け
る
肝
炎
検
査
後
肝
疾
患
診
療
体
制
に
関
す
る
ガ
イ

ド
テ
イ
ン
｝
が
出
ざ
れ
て
、
そ
の
第
一
項
に

「要
診

療
者
に
対
す
る
保
健
指
導
」
が
載
っ
て
い
ま
す
。

紫
波
町
の
肝
炎
対
策
は
ヽ
こ
の
「ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

を
先
取
り
す
る
よ
う
に
進
め
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

町
単
独
で
実
施
す
る
に
は
恨
界
も
あ
る
よ
テ
に
感
じ

ま
す
。

行
政
と
し
て
“
ど
こ
ま
で
や
る
の
か
”
せ
い
テ
基

本
的
な
事
や
、
キ
ャ
リ
ア
の
人
達
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
問
題
、
も
ぢ
ろ
ん
こ
れ
ら
を
実
施
す
る
予
算
、
人

員
な
ど
も
町
単
独
で
は
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
ヶ
に
キ
ヤ
リ
ア
の、デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
な
ど
が
進
ん
で
来
る
と
、
い
ろ
い
る
な
施
策
の

展
開
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
今
年
の

「紫
波
町

肝
炎
対
策
検
討
会
」
で
報
告
さ
れ
ま
ｔ
た
が

「国
保

レ
セ
プ
小
情
報
か
ら
把
握
し
た
キ
ヤ
リ
ア
及
び
未
受

診
者
の
状
況
調
査
」
の
よ
う
に
他
の
デ
ー
タ
之
の
突

合
に
よ
る
新
た
な
対
象
者
の
把
握
を
試
み
て
い
ま
す
。

今
後
、
一検
査
機
関
な
ど
と
の
デ
ー
タ
の
照
合
に
よ
り

未
受
診
者
の
絞
込
み
な
ど
も
可
能
で
は
な
い
か
せ
感

じ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
・

【ま
と
め
】　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

肝
炎
対
策
基
本
法
第
４
条
の

「地
方
公
共
団
体
の

責
務
」
に
つ
い
て
の
条
項
が
あ
り
、
そ
れ
の
具
体
策

を
新
年
度
か
ら
検
討
し
て
行
く
と…
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
「指
針
」ど
い
，２
も
の
に
取
り
ま
と
め
て
、

そ
の
後
全
国
で
対
策
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

こ
の

「指
針
」
は
状
況
の
変
化
に
対
応
し
て
五
年

毎
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
ま
す
。

紫
波
町
の
Ｃ
型
肝
炎
キ
ャ
リ
ア
の
午
齢
は
六
十
歳

以
上
が
人
割

（六
十
五
歳
以
上
七
割
）
で
す
。
こ
れ

は
全
国
的
に
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
年
齢
構
成
で
あ
る
ｔ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

せ
つ
か
く

「基
本
指
針
」
を
ま
と
め
て
、
具
体
策

を
作
っ
て
全
国
展
開
し
た
が
効
果
が
上
が
ら
な
か
，っ

た
、
と
い
う
の
で
は
、
Ｃ
型
肝
炎
キ
ャ
リ
ア
の
年
齢

構
成
か
ら
す
る
と
、
根
本
的
に
救
済
出
来
る
人

（ウ

イ
ル
ス
排
除
な
ど
）
は
二
年
後
に
は
極
端
に
少
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

紫
波
町
で
先
取
り
ｔ
て
施
策
を
進
め
て
来
た
こ
と

か
ら
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
「ど
ん
な
問
題
が
あ
る

の
か
」
「何
が
出
来
る
か
」
「ど
こ
ま
で
や
れ
る
か
」

や
な
ど
検
討
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
私
達
患
者
の
思
い
を
酌
ん
で
頂
き
、
肝

炎
対
策
を
決
断
し
ヽ
今
日
ま
で
肝
炎
対
策
を
進
め
て

頂
い
た
藤
原
町
長
を
始
め
担
当
の
皆
様
に
大
変
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な
事
業
の

成
果
を
他
の
市
町
村
の
施
策
に
反
映
す
る
こ
と
が
出

来
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。　
．
　

（事
務
局
）

【
文
中

の
ウ
イ
ル
ス
検
診
、
キ
ャ
ル
ア
な
ど

の
頭
に
、
特
に
記
載

０
な

い
と
こ
ろ
は
Ｃ
型
肝
炎
を
主
体
に
書

い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ル
Ｂ
型
も

一
緒
に
検
診
な
ど
実
施
し
て
い
ま
す
。
】
一

宍
注

１
）
全
国
の
受
診
率
は
■
肝
協
な
ど

の
推
定

で
す
。
岩
手

県

の
受
診
率
は
肝
炎
対
策
計
画
の
数
字

で
す
】

一
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